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相談日

時 間時 間 9時～16時30分9時 ～ 16時

岡 山 市 消 費 生 活 セ ン タ ー
（０８６）８０３－１１０９

～  消 費 生 活 情 報  ～

「お試し」「1回だけ」の
つもりが定期購入だった！？

平成30年3月20日

岡山市消費生活センター

岡 山 県 消 費 生 活 セ ン タ ー
（０８６）２２６－０９９９

スマートフォンで筋肉増強のサプリメントが
約５００円で購入できるという広告を見て
申し込み、商品を受け取った。最近に
なって、再び同じ商品が届き、今度は
６千円以上になるとの請求書が入って
いた。事業者に電話したところ、４回
購入が条件の定期購入だと言われた。
画面の下の方にそのような説明が
書かれていたようだが、申し込みの
際は気付かなかった。（60歳代　男性）

ホームページ等の広告を見て、健康食品等を低価格で購入出来ると思って
申し込んだが、実際には数カ月間の定期購入が条件となっていたという相
談が寄せられています。

商品を注文する前に、特に最終確認画面で定期購入が条件になっていない
か、中途解約や返品は出来るのかなどの契約内容をしっかりと確認するこ
とが大切です。

火　曜　～　日　曜

定期購入の契約条件によっては途中での解約が出来なかったり、解約しよ
うと事業者に連絡しても、電話がつながらなかったりする場合も多くあり
ます。

月　曜 　～　 金　曜

困ったときは、お早めに消費生活センターにご相談ください。

電 話
相談日

★ ★ 被害にあわないためのアドバイス ★ ★

事例：

※（独）国民生活センター 見守り新鮮情報 第302号より抜粋


